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熊本県市町村総合事務組合規約 

（平成１６年９月２９日熊本県指令市町村第１６号） 

 
改正  平成１６年１０月２９日熊本県指令市町村第２５号 

平成１６年１２月２８日熊本県指令市町村第３３号 
平成１７年 １月 １日熊本県指令市町村第３４号 
平成１７年 １月１４日熊本県指令市町村第４４号 
平成１７年 １月３１日熊本県指令市町村第４７号 
平成１７年 ３月１８日熊本県指令市町村第６０号 
平成１７年 ７月２９日熊本県指令市町村第１２号 
平成１７年 ９月３０日熊本県指令市町村第２８号 
平成１７年 ９月３０日熊本県指令市町村第２９号 
平成１７年１０月 ２日熊本県指令市町村第３０号 
平成１７年１２月２８日熊本県指令市町村第３４号 
平成１８年 ３月２４日熊本県指令市町村第５８号 
平成１９年 １月２４日熊本県指令市町村第２６号 
平成１９年 ２月 １日熊本県指令市町村第２８号 
平成１９年 ３月３０日熊本県指令市町村第６１号 
平成２０年 ９月２６日熊本県指令市町村第２１号 
平成２２年 ３月 ３日熊本県指令市町村第２６号 
平成２３年 ９月２１日熊本県指令市町村行第１２号 
平成２３年１１月２８日熊本県指令市町村行第１７号 
平成２４年 ７月 ２日 
平成２５年 ３月２７日熊本県指令市町村行第３７号 
平成２６年 ３月２８日熊本県指令市町村行第１０号 
平成２９年 ９月２８日熊本県指令市町村第 ４号 
平成３１年 ２月 １日熊本県指令市町村第 ７号 
令和 元年 ８月２０日熊本県指令市町村第 ３号 
令和 ２年 １月３１日熊本県指令市町村第 ８号 
令和 ３年 ９月２１日熊本県指令市町村第 ４号 
令和 ４年 ４月２５日熊本県指令市町村第 ２号 
令和 ４年 ８月２６日熊本県指令市町村第 ５号 
令和 ５年 ２月１６日熊本県指令市町村第１０号 
令和 ５年 ４月２４日熊本県指令市町村第 ２号 

 

 

熊本県市町村職員退職手当組合規約（昭和３５年熊本県指令地第２４３号）の全部を

変更する。 

   第１章 総則 

（組合の名称） 

第１条 この組合は、熊本県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）という。 

（組合を組織する地方公共団体） 

第２条 組合は、別表第１に掲げる市町村並びに一部事務組合及び広域連合（以下「組

合市町村」という。）をもって組織する。 

（組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は、別表第２に掲げる区分に応じ、組合市町村に係る次の各号の事務を共

同処理する。 

 （１） 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０４条第２項の規定による職員

に対する退職手当に関すること。 

 （２） 消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第２４条の規定による非常勤消防
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団員に係る損害補償に関すること。 

 （３） 消防法（昭和２３年法律第１８６号）第３６条の３の規定による消防作業に

従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償に関すること。 

 （４） 水防法（昭和２４年法律第１９３号）第６条の２第１項の規定による非常勤

の水防団長又は水防団員に係る損害補償に関すること。 

（５） 水防法第４５条の規定による水防に従事した者に係る損害補償に関するこ

と。 

 （６） 災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第８４条第１項の規定による

応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関すること。 

 （７） 消防組織法第２５条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に

関すること。 

（８） 功労のあった非常勤消防団員に係る賞じゅつ金の支給に関すること。 

 （９） 地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）第６９条及び第７０条

の規定による議会の議員その他非常勤の職員に係る公務上の災害又は通勤によ

る災害の補償に関すること。 

（１０） 住民の交通災害見舞金に関すること。 

（１１） 熊本県市町村自治会館の設置、管理、運営に関すること。 

（組合の事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、熊本市東区健軍２丁目４番１０号に置く。 

   第２章 組合の議会 

 （議会の組織） 

第５条 組合の議会の議員（以下「議員」という。）の定数は、１３人とし次の各号に

定めるところによる。 

（１） 熊本県町村会評議員の職にある者（会長及び副会長を除く。）６人。 

 （２） 熊本県町村議会議長会の会長及び副会長の職にある者３人並びに同会の理事

会で選任された理事の職にある者３人。 

 （３） 組合を組織する市の長の職にある者のうち熊本県市長会の推薦による者１

人。 

 （議員の任期） 

第６条 議員の任期は、次の各号に定めるところによる。 

 （１） 前条第１号の議員については、熊本県町村会評議員の任期による。 

 （２） 前条第２号の議員については、熊本県町村議会議長会の会長及び副会長並び

に理事の任期による。 

 （３） 前条第３号の議員については、組合を組織する市の長の任期とし、再選され

た場合においては、議員の任期は継続する。 

 （議長及び副議長等） 

第７条 組合の議会に議長及び副議長を置く。 

２ 議長及び副議長は、議員の中から互選し、任期は議員の任期による。 
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３ 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。 

４ 議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせ

る。 

   第３章 組合の執行機関 

 （組合長及び副組合長） 

第８条 組合に組合長及び副組合長２人を置く。 

２ 組合長は、熊本県町村会会長をもって充てる。 

３ 副組合長は、熊本県町村会副会長をもって充てる。 

４ 組合長及び副組合長の任期は、熊本県町村会会長及び熊本県町村会副会長の任期に

よる。 

５ 組合長は、組合を統轄し、これを代表する。 

６ 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故があるとき、又は欠けたときは、組合

長があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。 

 （会計管理者） 

第９条 組合に会計管理者１人を置く。 

２ 前項の会計管理者は、組合長の補助機関である職員のうちから、組合長が命ずる。 

 （職員） 

第１０条 組合に職員を置く。 

２ 前項の職員は、組合長がこれを任免する。 

 （監査委員) 

第１１条 組合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、議員及び議員以外の組合市町村の

長のうちからそれぞれ１人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、議員のうちから選任された者にあっては議員の任期によるもの

とし、議員以外の組合市町村の長から選任される者にあっては、組合市町村の長の任

期による。 

   第４章 組合の経費の支弁の方法 

 （経費の支弁の方法） 

第１２条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。 

 （１） 組合市町村の負担金 

 （２） 組合の財産から生ずる収入 

 （３） その他の収入 

２ 前項第１号に規定する組合市町村の負担金については、条例で定める。 

   第５章 雑則 

第１３条 この規約の施行に関し必要なことは、組合の議会の議決を経て別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、平成１６年１０月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ 従前の熊本県消防補償等組合、熊本県市町村非常勤職員公務災害補償組合、熊本県

市町村交通災害共済組合及び熊本県市町村自治会館管理組合の事務は、熊本県市町村

総合事務組合が承継する。 

３ この規約の施行日以後の最初の議会までの間は、第８条及び第１０条の規定にかか

わらず、組合長、副組合長及び監査委員は従前の熊本県市町村職員退職手当組合の組

合長、副組合長及び監査委員が行う。 

   附 則 

 この規約は、平成１６年１１月１日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成１７年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成１７年１月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、平成１７年１月１５日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規約の施行の日から平成１８年３月３１日までの間における改正後の別表第２

（第３条第１号に関する事務の項に関する部分に限る。以下この項において同じ｡）

の規定の適用については、同表中「上天草市」とあるのは「山鹿市（この規約の施行

前に組合市町村であった旧鹿北町、旧菊鹿町、旧鹿本町及び旧鹿央町の職員に係るも

のに限る｡）、上天草市」とする。 

   附 則 

 この規約は、平成１７年２月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、平成１７年３月２２日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規約の施行の日から平成１７年３月３１日までの間における改正後の別表第２

（第３条第１号に関する事務の項に係る部分に限る。以下この項において同じ。）の規

定の適用については、同表中「菊池市」とあるのは「菊池市（この規約の施行前に組合

市町村であった旧七城町、旧旭志村及び旧泗水町の職員に係るものに限る。）」とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、平成１７年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規約の施行の日から平成１８年３月３１日までの間における改正後の別表第２

（第３条第１０号に関する事務の項に係る部分に限る。以下この項において同じ。）の
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規定の適用については、同表中「山鹿市」とあるのは「八代市（この規約の施行の日前

に組合市町村であった旧坂本村、旧千丁町、旧鏡町、旧東陽村及び旧泉村の区域に係

るものに限る。）、山鹿市」とする。 

   附 則 

 この規約は、知事の許可の日から施行し、改正後の熊本県市町村総合事務組合規約の

規定は、平成１７年８月１日から適用する。 

   附 則 

 この規約は、平成１７年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成１７年１０月３日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成１７年１２月２９日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、平成１８年３月２７日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規約の施行の日から平成１９年３月３１日までの間における改正後の別表第２

（第３条第１号に関する事務の項に係る部分に限る。以下この項において同じ。）の規

定の適用については、同表中「玉名市」とあるのは「玉名市、天草市（この規約の施行

の日前に組合市町村であった旧有明町、旧御所浦町、旧倉岳町、旧栖本町、旧新和町、

旧五和町、旧天草町及び旧河浦町の職員に係るものに限る。）」とする。 

   附 則 

 この規約は、知事の許可の日から施行し、改正後の熊本県市町村総合事務組合規約の

規定は、平成１８年６月１４日から適用する。 

   附 則 

 この規約は、平成１９年２月１日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成２０年１０月６日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成２２年３月２３日から施行する。 

   附 則 

この規約は、知事の許可の日から施行し、次の各号に掲げる改正規定による改正後の

別表第１及び別表第２の規定は、当該各号に定める日から適用する。 

（１）  別表第１及び別表第２の改正規定中「球磨郡公立多良木病院組合」を「球磨郡

公立多良木病院企業団」に改める部分 平成２２年４月１日 

（２）  別表第１及び別表第２の改正規定中「玉名市玉東町病院組合」を「公立玉名中
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央病院企業団」に改める部分 平成２３年４月１日 

附 則 

 この規約は、菊池市及び大津菊陽水道企業団が矢護川地区簡易水道組合の給水区域に

相当する給水区域の拡大に係る水道法の認可を受ける日から施行する。 

附 則 

 この規約は、組合を組織する市町村並びに一部事務組合及び広域連合の協議が整った

日から施行し、変更後の熊本県市町村総合事務組合規約の規定は、平成２４年４月１日

から適用する。 

   附 則 

 この規約は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成２９年１０月１日から施行する。 

 附 則 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による

熊本県知事の許可のあった日から施行し、この規約による改正後の熊本県市町村総合事

務組合規約の規定は、平成３０年１０月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、令和元年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の熊本県市町村総合事務組合規約別表第２の規定は、この規約の施行の日

（以下「施行日」という。）以後に発生した交通事故により災害を受けた者に係る交

通災害見舞金に関する事務の共同処理について適用し、施行日前に発生した交通事故

により災害を受けた者に係る交通災害見舞金に関する事務の共同処理については、な

お従前の例による。 

   附 則 

 この規約は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による

熊本県知事の許可のあった日から施行し、この規約による改正後の熊本県市町村総合事

務組合規約の規定は、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、令和４年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の熊本県市町村総合事務組合規約別表第２の規定は、この規約の施行の日
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（以下「施行日」という。）以後に発生した交通事故により災害を受けた者に係る交

通災害見舞金に関する事務の共同処理について適用し、施行日前に発生した交通事故

により災害を受けた者に係る交通災害見舞金に関する事務の共同処理については、な

お従前の例による。 

   附 則 

この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による

熊本県知事の許可のあった日から施行し、この規約による改正後の熊本県市町村総合事

務組合規約の規定は、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

 この規約は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、令和５年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の熊本県市町村総合事務組合規約別表第２の規定は、この規約の施行の日

（以下「施行日」という。）以後に発生した交通事故により災害を受けた者に係る交

通災害見舞金に関する事務の共同処理について適用し、施行日前に発生した交通事故

により災害を受けた者に係る交通災害見舞金に関する事務の共同処理については、な

お従前の例による。 
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別表第１ 

組合を組織する地方公共団体 

八代市、玉名市、天草市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇

市、合志市、美里町、玉東町、和水町、南関町、長洲町、大津町、菊陽町、南

小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村、御船町、嘉島町、益城

町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、

水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町、熊本県市町

村総合事務組合、上天草・宇城水道企業団、玉名市玉東町病院設立組合、有明

広域行政事務組合、山鹿植木広域行政事務組合、菊池養生園保健組合、大津菊

陽水道企業団、小国郷公立病院組合、大津町西原村原野組合、阿蘇広域行政事

務組合、御船地区衛生施設組合、御船町甲佐町衛生施設組合、益城、嘉島、西

原環境衛生施設組合、上益城消防組合、氷川町及び八代市中学校組合、八代広

域行政事務組合、八代生活環境事務組合、水俣芦北広域行政事務組合、球磨郡

公立多良木病院企業団、人吉下球磨消防組合、上球磨消防組合、人吉球磨広域

行政組合、上天草衛生施設組合、宇城広域連合、菊池広域連合、上益城広域連

合、天草広域連合、熊本県後期高齢者医療広域連合 
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別表第２ 

組合の共同処理する事務 

第３条第１号 

に関する事務 

玉名市、菊池市、上天草市、宇城市、阿蘇市、合志市、

美里町、玉東町、和水町、南関町、長洲町、大津町、菊

陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、

西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷

川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水

上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、

苓北町、熊本県市町村総合事務組合、有明広域行政事務

組合、山鹿植木広域行政事務組合、菊池養生園保健組

合、大津菊陽水道企業団、小国郷公立病院組合、阿蘇広

域行政事務組合、御船地区衛生施設組合、御船町甲佐町

衛生施設組合、益城、嘉島、西原環境衛生施設組合、上

益城消防組合、八代広域行政事務組合、八代生活環境事

務組合、水俣芦北広域行政事務組合、球磨郡公立多良木

病院企業団、人吉下球磨消防組合、上球磨消防組合、人

吉球磨広域行政組合、上天草衛生施設組合、宇城広域連

合、菊池広域連合、天草広域連合、熊本県後期高齢者医

療広域連合 

第３条第２号か

ら第８号に関す

る事務 

玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、

阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、和水町、南関町、長

洲町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高

森町、南阿蘇村、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲

佐町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良

木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨

村、あさぎり町、苓北町 
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第３条第９号に

関する事務 

玉名市、山鹿市、菊池市、上天草市、宇城市、阿蘇市、

合志市、美里町、玉東町、和水町、南関町、長洲町、大

津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、南

阿蘇村、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山

都町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯

前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさ

ぎり町、苓北町、熊本県市町村総合事務組合、上天草・

宇城水道企業団、玉名市玉東町病院設立組合、有明広域

行政事務組合、山鹿植木広域行政事務組合、菊池養生園

保健組合、大津菊陽水道企業団、小国郷公立病院組合、

大津町西原村原野組合、阿蘇広域行政事務組合、御船地

区衛生施設組合、御船町甲佐町衛生施設組合、益城、嘉

島、西原環境衛生施設組合、上益城消防組合、氷川町及

び八代市中学校組合、八代広域行政事務組合、八代生活

環境事務組合、水俣芦北広域行政事務組合、球磨郡公立

多良木病院企業団、人吉下球磨消防組合、上球磨消防組

合、人吉球磨広域行政組合、上天草衛生施設組合、宇城

広域連合、菊池広域連合、上益城広域連合、天草広域連

合、熊本県後期高齢者医療広域連合 

第３条第１０号

に関する事務 

山鹿市、菊池市、上天草市、阿蘇市、美里町、玉東町、

和水町、南関町、長洲町、大津町、菊陽町、南小国町、

小国町、産山村、高森町、南阿蘇村、西原村、御船町、

嘉島町、益城町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、津

奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五

木村、山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町 

第３条第１１号

に関する事務 

八代市、玉名市、天草市、山鹿市、菊池市、上天草市、

宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、和水町、南

関町、長洲町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産

山村、高森町、南阿蘇村、西原村、御船町、嘉島町、益

城町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦

町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江

村、球磨村、あさぎり町、苓北町 

 


